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目この制度の目的は〈原因究明〉と〈再発防止〉です

v 医療機関では

対象となる「死亡事例」が発生した際に、原因を明らかにするために院内調査を行い、

再発防止につなげます。

v 医療事故調査・支援センタ ー では

医療機関から報告された「院内調査報告書jを集積し、分析 ・ 検討することにより、

同じような事例が生じないよう再発防止策の提言等を行います。

目制度の対象となる「死亡事故」とは
「病院 ・ 診療所（歯科を含む） ・ 助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、

又は起因すると疑われる予期しなかった死亡 ・ 死産」の事例です。
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